
※この内容は国が示す通知に基づいた現時点の予定です。今後、変更になる場合もあります。

（※1）マイナ保険証の利用登録状況は、マイナポータル内「証明書」
  　　　エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにて確認で
　　　　きます。登録が完了していれば、マイナンバーカード利用状況
　　　　欄に「登録済」と表示されます。
（※2）マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限
　　　　は、発行日から5回目の誕生日までです。
（※3）ご自身でマイナ保険証を使用することができないなど、特に
　　　　配慮を要する人であり、支援が継続的に必要な場合。
（※4）電子証明書の更新は本人の来庁が必要です。また代理人が
　　　　更新する場合はご相談ください。
（※５）令和７年７月末までに７５歳となり後期高齢者医療保険に加入
　　　　する人は全員に資格確認書を郵送します。（マイナ保険証を持っ
　　　　ていても資格確認書を郵送します。）

マイナンバーカードを

持っている

ス タ ー ト

マイナンバーカードの保

険証利用登録をしてい

る（※1）

マイナ保険証で受診できますので資格確認書は交付されま

せん。補助的な文書として資格情報のお知らせが交付され

ます。このお知らせのみでの受診はできませんのでご注意

ください。（※５）

高齢者や障害者等で、

マイナ保険証の使用に

困難がある（※３）

マイナンバーカードの有

効期限が切れている
マイナンバーカードの再

発行手続きを行う予定

である

資格確認書は保険年金

課窓口で交付可能です。

初回のみ資格確認書の

申請が必要です。（代理

申請や郵送可）

次回更新時から申請な

しで自動交付されます。

資格確認書は申請なしで郵送されま

す。お手元の保険証の有効期限が切

れる前にお届けします。

マイナンバーカードが交付されるまで

の間の資格確認書は申請により保険

年金課窓口で交付可能です。
は い

いいえ

は い

は い

は い

いいえ

いいえ

いいえ

は い

いいえ

市民課で返納手続き後、資格確認書

は保険年金課窓口で交付可能です。
マイナンバーカードを返

納した（返納したい）
※市民課で手続きが必要です

マイナンバーカードを紛

失した
※市民課で手続きが必要です

マイナンバーカードを

作っていない

右

か

ら

選

択

保険証利用登録の解除

をした（解除したい）

国保窓口で登録解除申請の手続き後、

資格確認書は保険年金課窓口で交付

可能です。

次回更新時から申請なしで自動交付

されます。

は い

資格確認書は申請なしで郵送されま

す。マイナ保険証はマイナンバーカー

ドの有効期限（または電子証明書の

有効期限）満了月から３か月後の月

末を過ぎると使用できなくなります。

マイナンバーカードに搭

載されている電子証明

書の有効期限が切れて

いる（※2）

電子証明書の再発行手

続きを行う予定である
資格確認書は交付されません。更新

手続き後、１時間～１日程度でマイナ

保険証として使用できます。（※4）
いいえ

いいえ

は い

は い

いいえ


